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◎
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
新
旧
対

照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

別
表

別
表

障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表

障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表

第
１
児
童
発
達
支
援

第
１
児
童
発
達
支
援

（

）

（

）

１
児
童
発
達
支
援
給
付
費
１
日
に
つ
き

１
児
童
発
達
支
援
給
付
費
１
日
に
つ
き

イ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支

イ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支

ー

ー

（

）

（

）

援
を
行
う
場
合
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

援
を
行
う
場
合
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
。

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
1
)

(
1
)

3
0

9
7
2

3
0

9
6
5

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
2
)

(
2
)

3
1

4
0

9
1
3

3
1

4
0

90
6

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
3
)

(
3
)

41
5
0

8
54

4
1

5
0

8
4
8

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

(
4
)

(
4
)

5
1

6
0

7
9
7

5
1

6
0

7
9
1

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
5
)

(
5
)

6
1

7
0

77
6

61
7
0

7
70

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

(
6
)

(
6
)

7
1

8
0

7
5
6

7
1

8
0

7
5
0

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
7
)

(
7
)

8
1

7
3
4

8
1

72
9

ロ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
に
お
い
て
難
聴
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支

ロ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

に
お
い
て
難
聴
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支

ー

ー

援
を
行
う
場
合

援
を
行
う
場
合

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
1
)

(
1
)

20
1
,
2
15

2
0

1
,
2
0
6
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利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
2
)

(
2
)

21
3
0

1
,
0
69

2
1

3
0

1
,
0
6
1

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

(
3
)

(
3
)

3
1

4
0

9
8
3

3
1

4
0

9
7
6

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
4
)

(
4
)

4
1

89
6

4
1

8
8
9

ハ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
法
第
７
条
第

ハ
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
法
第
７
条
第

ー

（

ー

（

２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
を
い
う
以
下
同
じ

に
対
し
指

２
項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
を
い
う
以
下
同
じ

に
対
し
指

）

）

。
。

。
。

定
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

定
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
1
)

(
1
)

1
5

1,
1
4
7

1
5

1
,
13
8

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
2
)

(
2
)

16
2
0

8
70

1
6

2
0

8
6
3

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
3
)

(
3
)

2
1

7
9
5

2
1

7
8
9

（

（

ニ
法
第
６
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設

ニ
法
第
６
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
で
あ
る
も
の
を
除
く
以
下
同
じ

に
お
い

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
で
あ
る
も
の
を
除
く

以
下
同
じ

に
お
い

ー

）

ー

）

。
。

。
。

て
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支
援
又
は
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
を

て
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支
援
又
は
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
を

（

）

（

）

行
う
場
合
ホ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

行
う
場
合
ホ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
。

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
1
)

(
1
)

1
0

6
2
2

1
0

6
1
6

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
2
)

(
2
)

1
1

2
0

45
5

1
1

2
0

4
5
1

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
3
)

(
3
)

2
1

3
6
6

2
1

3
6
3

ホ
法
第
６
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設

ホ
法
第
６
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に

に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

(
1
)

(
1
)

1
,
5
99

1
,
5
8
7

利
用
定
員
が
６
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
６
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
2
)

(
2
)

1
0

8
1
9

1
0

8
1
3

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
3
)

(
3
)

1
1

6
9
4

1
1

6
8
9

～

（

）

～

（

）

注
１
４

略
注
１
４

略

５
指
定
通
所
基
準
附
則
第
３
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
少

５
指
定
通
所
基
準
附
則
第
３
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
少

、
、

年
で
あ
る
障
害
児
に
対
し

指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

年
で
あ
る
障
害
児
に
対
し

指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

、
、

１
日
に
つ
き

単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る

１
日
に
つ
き

単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る

27
6

2
7
4

、
。

、
。

～

（

）

～

（

）

６
８

略
６
８

略

～1
4

（

）

～1
4

（

）

２
略

２
略
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第
２

医
療
型
児
童
発
達
支
援

第
２
医
療
型
児
童
発
達
支
援

（

）

（

）

１
医
療
型
児
童
発
達
支
援
給
付
費
１
日
に
つ
き

１
医
療
型
児
童
発
達
支
援
給
付
費
１
日
に
つ
き

イ
肢
体
不
自
由

法
第
６
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い

イ
肢
体
不
自
由
法
第
６
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い

（

（

う
の
あ
る
児
童

以
下

肢
体
不
自
由
児

と
い
う

に
対
し
指

う
の
あ
る
児
童
以
下
肢
体
不
自
由
児

と
い
う

に
対
し
指

）

（

「

」

）

）

（

「

」

）

。
。

。
。

定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

単
位

定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

単
位

3
3
2

32
9

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

単
位

単
位

4
4
3

4
4
0

～

（

）

～

（

）

注
１
４

略
注
１

４
略

～11

（

）

～1
1

（

）

２
略

２
略

第
３
放
課
後
等
デ
イ
サ

ビ
ス

第
３
放
課
後
等
デ
イ
サ

ビ
ス

ー

ー

ー

（

）

ー

（

）

１
放
課
後
等
デ
イ
サ
ビ
ス
給
付
費

１
日
に
つ
き

１
放
課
後
等
デ
イ
サ

ビ
ス
給
付
費

１
日
に
つ
き

イ
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ビ
ス
又
は
基
準
該
当
放
課
後

イ
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ビ
ス
又
は
基
準
該
当
放
課
後

ー

ー

ー

（

）

ー

（

）

等
デ
イ
サ
ビ
ス
を
行
う
場
合
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

等
デ
イ
サ
ビ
ス
を
行
う
場
合

ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
。

授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合

授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合

(
1
)

(
1
)

一
利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

一
利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

1
0

4
82

(
)

1
0

4
7
8

二
利
用
定
員
が

人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

二
利
用
定
員
が
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

11
2
0

3
6
2

(
)

1
1

2
0

3
5
9

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
)

2
1

28
1

(
)

2
1

2
78

休
業
日
に
行
う
場
合

休
業
日
に
行
う
場
合

(
2
)

(
2
)

一
利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

一
利
用
定
員
が
人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

1
0

6
2
2

(
)

1
0

61
6

二
利
用
定
員
が
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

二
利
用
定
員
が

人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

1
1

2
0

4
55

(
)

1
1

2
0

4
5
1

三
利
用
定
員
が

人
以
上
の
場
合

単
位

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
)

21
3
6
6

(
)

2
1

3
6
3

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ビ
ス
を
行
う
場
合

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ビ
ス
を
行
う
場
合

ー

ー

授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合

授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合

(
1
)

(
1
)

一
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

一
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

(
)

1
,3
2
0

(
)

1
,
30
9

二
利
用
定
員
が
６
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

二
利
用
定
員
が
６
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

1
0

6
7
5

(
)

1
0

6
7
0

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
)

1
1

5
7
3

(
)

1
1

5
6
8

休
業
日
に
行
う
場
合

休
業
日
に
行
う
場
合

(
2
)

(
2
)
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一
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

一
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

単
位

(
)

1
,
6
00

(
)

1
,
5
8
7

二
利
用
定
員
が
６
人
以
上
人
以
下
の
場
合

単
位

二
利
用
定
員
が
６
人
以
上

人
以
下
の
場
合

単
位

(
)

10
8
2
0

(
)

1
0

8
1
3

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

三
利
用
定
員
が
人
以
上
の
場
合

単
位

(
)

1
1

69
5

(
)

1
1

6
8
9

～

（

）

～

（

）

注
１
８

略
注
１
８

略

～1
2

（

）

～1
2

（

）

２
略

２
略

第
４

保
育
所
等
訪
問
支
援

第
４
保
育
所
等
訪
問
支
援

１
保
育
所
等
訪
問
支
援
給
付
費

１
日
に
つ
き

単
位

１
保
育
所
等
訪
問
支
援
給
付
費
１
日
に
つ
き

単
位

（

）

91
2

（

）

9
06

～

（

）

～

（

）

注
１
９

略
注
１

９
略

～

（

）

～

（

）

２
４

略
２
４

略
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